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愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

検 討 小 委 員 会 運 営 規 程 
 

 

第１条 この規程は、最低賃金の審議に係る検討小委員会（以下「小委員会」とい

う。）の議事に関し、最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか必要

な事項について定めるものである。 

 

第２条 委員会の構成は、公益代表委員、労働者代表委員及び使用者代表委員それぞ

れ３名とし、各側からの推薦に基づいて会長が指名するものとする。 

  ２ 委員長は、公益を代表する委員のうちから選任する。 

  ３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ前項の例により選任された者が委員

長の職務を代理する。 

 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要と認めたときのほ

か、愛知労働局長（以下「局長」という。）又は３人以上の委員から開催の請

求があったとき、委員長が招集する。ただし、第１回会議は、局長が招集する。 

  ２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、

  付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、委員長に通知

  しなければならない。 

  ３ 委員長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知するものとする。 

 

第４条 委員長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステム

をいう。次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に出席するこ

とができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令

第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を

委員長に適当な方法で速報するものとする。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ委

員長に適当な方法で通知するものとする。 

 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支

障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の 権利利益が不当に侵害されるおそ

れがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れがある場合には、委員長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。  

 

第６条  会議の議事については、議事録を作成するものとする。 

    ２   議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することに

より、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の

権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、委員長は、議事

録の一部又は全部を非公開とすることができる。 

    ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 -2-
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第７条 委員長は、会議の審議結果又は、審議経過について、必要に応じてすみやか

に、愛知地方最低賃金審議会に報告するものとする。 

 

第８条 この運営規程に規定するもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事

項は、委員会の議決に基づいて定めるものとする。 

 

［附 則］ 

  この規程は、平成１３年 ５月 ８日から施行する。 

 ［附 則］ 

  この規程は、平成１５年 ３月 ４日から施行する。 

 ［附 則］ 

  この規程は、令和 元年１０月１５日から施行する。 

［附 則］ 

  この規程は、令和 ４年 ７月 １日から施行する。 

［附 則］ 

  この規程は、令和 ５年 ７月 ４日から施行する。 
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⑪-⑫

現行最賃 差額

⑤÷③ 時間額

⑥組合数 ⑦労働者数 ⑧組合数 ⑨労働者数 [⑦÷③]

（人) (人) (人) ④－⑥ ⑤－⑦(人) （％） (円) (円) (円) (円)

67.2

67.2

29.9

28.6

49.8

47.7

72.0

62.6

78.5

64.1

  (注) １  申出者は、５業種すべて日本労働組合総連合会愛知県連合会（会長：可知洋二）である。

　　  ２  産業分類の適用範囲の詳細は次のとおりである。

　　　・　Ｅ２６＝Ｅ２６のうち建設用ショベルトラック製造業を除く。

　　　・　Ｅ２９＝Ｅ２９のうち医療用計測器製造業(心電計製造業を除く｡)を除く。

         ・　Ｅ３１＝Ｅ３１１＋Ｅ３１２＋Ｅ３１４＋Ｅ３１５＋Ｅ３１９(自転車･同部分品製造業を除く｡)（建設用ショベルトラック製造業を含む。）

         ・  Ｉ５９１＝Ｉ５９１１（細分類）

　　  ３　「労働協約等」について、賃金の最低額の定めを含む労働協約（労働組合法第14条に規定する要件を満たしたものに限る。）が締結されている場合。

　　　　　「機関決定」については、労働組合又は使用者団体により最低賃金を改正することが必要であるとの機関決定が行われている場合。

受

理

月

日

④組合数 ⑤労働者数
うち労働協約等 うち機関決定等

⑪時間額

E221
E222
E223

製 鉄 業 ､
製 鋼 ･ 製 鋼 圧 延 業 ､
鋼 材 製 造 業

改正
労働
協約

6/23 15,090 9 1,111 157 191

        令和７年度特定最低賃金の改正決定に関する申出書の内容等一覧       

① ② 具    体    的　　申　　出　  内    容 ⑪-
地賃
差額

⑮

項　目   

種

類

申

出

ケ

ー

ス

提

出

月

日

⑫時間額 時間額
    産　業

③労働者数

 申  出  の  合  意  労  働  者  数  等
⑩合意比率 

協約による
最低額

6/23

E25
E26
E27

は ん 用 機 械 器 具 、
生 産 用 機 械 器 具 、
業務用機械器具製造業

改正
労働
協約

6/23 96,180

10,145 9 10,145 0 0 1,268

1,080 (1,077) 3 3 6/235 1,196

E28
E29
E30

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子回路、

電 気 機 械 器 具 ､
情報通信機械器具製造業

改正
労働
協約

6/23

20 28,739 15 27,543

1,516 1,171 (1,077) 94 94 6/2372,710 19 36,183 17 34,667 2

1,160 1,081 79 83 6/23

I591 自 動 車 ( 新 車 ) 小 売 業 改正
労働
協約

6/23

58 193,771 38 168,672 20 25,099E31 輸送用機械器具製造業 改正
労働
協約

6/23 269,270

2,517 1,141 (1,077) 64 64 6/2317,470 14 13,716 9 11,199 5
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特定最低賃金業種 H28 年度版 H29 年度版 H30 年度版 H31年度版 R2年度版 R3年度版 R4年度版 R5年度版 R6年度版 R7年度版

事業場数 67 98 78 49 49 49 49 58 64 65

労働者数 12,990 14,020 13,400 12,730 14,190 12,540 12,830 13,120 12,850 15,090

事業場数 5,151 5,096 4,397 4,733 4,733 4,721 4,721 4,937 4,660 4,902

労働者数 85,340 87,140 81,740 83,760 84,140 87,720 85,660 89,170 86,540 96,180

事業場数 1,527 1,434 1,455 1,339 1,339 1,336 1,336 1,455 1,395 1,522

労働者数 58,380 68,750 73,960 58,660 56,860 58,910 59,140 63,830 69,650 72,710

事業場数 2,517 2,337 2,194 2,517 2,517 2,511 2,511 2,537 2,329 2,547

労働者数 231,820 265,570 266,750 276,530 276,030 275,530 275,780 282,850 267,000 269,270

事業場数 1,942 2,042 1,663 1,819 1,819 1,868 1,872 1,799 1,674 1,359

労働者数 20,910 20,810 18,650 16,910 17,030 19,090 19,610 18,960 18,440 17,470

＊「事業場数」及び「労働者数」については、経済センサス－基礎調査等に基づき推計した適用使用者数及び適用労働者数(各年度の最低賃金決定要覧より転記）。

自動車(新車)小売業

特定（産業別）最低賃金改正申出業種における事業場数・労働者数の推移

製鉄業､
製鋼･製鋼圧延業､
鋼材製造業

はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具､
情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業
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時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額

(発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効予定日) (引上率) (発効予定日) (引上率) (発効予定日) (引上率)

800 20 820 20 845 25 871 26 898 27 926 28 927 1 955 28 986 31 1,027 41 1,077 50

(H2610.1) (2.56) (H2710.1) (2.50) (H2810.1) (3.05) (H29.10.1) (3.08) (H30.10.1) (3.10) (R1.10.1) (3.12) (R2.10.1) (0.11) (R3.10.1) (3.02) (R4.10.1) (3.25) (R5.10.1) (4.16) (R6.10.1) (4.87)

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

(地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率)

732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16)

899 14 912 13 926 14 941 15 957 16 975 18 976 1 996 20 1,018 22 1,059 41 1,111 52

(112.3) (1.58) (111.2) (1.45) (109.6) (1.54) (108.0) (1.62) (106.6) (1.70) (105.3) (1.88) (105.3) (0.10) (104.3) (2.05) (103.2) (2.21) (103.1) (4.03) (103.2) (4.91)

870 12 882 12 896 14 911 15 928 17 947 19 948 1 968 20 968 (R3.12.16) 968 (R3.12.16) 968 (R3.12.16)

(108.8) (1.40) (107.6) (1.38) (106.0) (1.59) (104.6) (1.67) (103.3) (1.87) (102.3) (2.05) (102.3) (0.11) (101.4) (2.11)

827 14 841 14 856 15 875 19 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16)

(103.4) (1.72) (102.6) (1.69) (101.3) (1.78) (100.5) (2.22)

837 14 852 15 867 15 883 16 901 18 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16)

(104.6) (1.70) (103.9) (1.79) (102.6) (1.76) (101.4) (1.85) (100.3) (2.04)

877 14 890 13 904 14 919 15 936 17 955 19 957 2 976 19 997 21 1,028 31 1,081 53

(109.6) (1.62) (108.5) (1.48) (107.0) (1.57) (105.5) (1.66) (104.2) (1.85) (103.1) (2.03) (103.2) (0.21) (102.2) (1.99) (101.1) (2.15) (100.1) (3.11) (100.4) (5.16)

859 13 873 14 888 15 904 16 921 17 941 20 943 2 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16)

(107.4) (1.54) (106.5) (1.63) (105.1) (1.72) (103.8) (1.80) (102.6) (1.88) (101.6) (2.17) (101.7) (2.17)

810 11 823 13 847 24 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16)

(101.3) (1.38) (100.4) (1.60) (100.2) (2.92)

800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16)

発　効　日※

注）網掛け箇所は当該年度での金額改正が行われなかったもの（カッコ内は発効日）

最  低  賃  金  引  上  状  況  等  の  推  移  （ 愛  知 ）　 令和６年度版

令和3年度平成28年度

単位：時間額，引上額(円）

26 27 28 示されず 41

平成29年度 平成30年度 令和2年度

28

令和元年度

19

令和5年度

(2.44) (2.38)

2.1

(4.16)(3.02)

1.4 1.4 1.3

(3.08) (3.10) (3.12)

0.4

目　　安　　額　　(円）

平成27年度

1.2

(3.05)

19

区        分

1.5 0.8 1.3
改定状況調査による
賃金上昇率　(％)

精 密 機 械 器 具
製 造 業

電 気 機 械 器 具
製 造 業

　区　　　　分

平成26年度

(R2.12.16)(H29.12.16）(H26.12.16） (H27.12.16） (H28.12.16） (R1.12.16)(H30.12.16) (R6.12.16)(R3.12.16) (R5.12.16)

愛知県最低賃金

自動車 (新車 ) ・
同 部 品 小 売 業

令和6年度

50
(4.87)

2.3

特
　
　
定
　
　
最
　
　
低
　
　
賃
　
　
金

染 色 整 理 業

鉄 鋼 業

はん用機械器具
製 造 業

輸送用機械器具
製 造 業

自 動 車 ( 新 車 )
小 売 業

各種商品小売業

[引上率（％）]

25

令和4年度

31
(3.25)

1.5

(R4.12.16)
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ここにメモを書いてください。
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